
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
令和５年10月１日から令和６年３月31日までの随意契約
【こども若者部】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

こども若
者政策課

八尾市高校生・中
３応援クーポン配
付事業業務委託

令和6年1月17日
株式会社ギフ
トパッド

大阪市西区南堀江三
丁目９番１３号堀江家
具WESTビルディング
４階

212,482,075円

本市に配分される地方創生臨時交付金を活用
し、年度末までに事業を完了させることが必要で
あり、本事業の対象者がクーポンを利用する期間
等を鑑みると、入札に付する期間がないため。ま
た、本相手方は直近で地方公共団体と種類及び
規模をほぼ同じくする業務を正確、誠実に履行し
た実績を有するため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第５号該
当）

令和５年度　随意契約の公表（こども若者部）
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